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■プログラム適用確認 

 

＜プログラム更新＞  

※オンプレ版をご利用中の医療機関様のみ確認します 

※クラウド版をご利用中の医療機関様は＜マスタ更新＞へ進んで下さい 

 

左下のバージョン情報に表示されているアプリケーション日付を確認します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション日付が２０２６０３２５－１（２０２６年３月２５日）になっていることを 

確認します。２０２６０３２５－１（２０２６年３月２５日）以前の場合には、速やかに 

アップデートを実施して下さい 

 

 

＜マスタ更新＞ 

※すべての医療機関様 

 

業務メニュー画面より ９２ マスタ更新 を開きます 

「マスタ更新 JOB 管理情報」の処理終了日付がＲ８．３．３０以降になっていることを 

確認して下さい。Ｒ８．３．３０以降になっていない場合には、速やかに 

 更新（Ｆ１２） を押して更新作業を実施して下さい 
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■令和８年４月診療分からの一般名処方加算等見直しについて 

令和８年４月より一般名処方加算が算定できる医薬品の判定が変更されます 

投薬の内容によっては、令和８年４月診療分から一般名処方加算が算定される 

場合がありますのでご確認下さい 

 

令和８年３月診療分まで 令和８年４月診療分から 

点数（医薬品）マスタの 

後発品区分により判定 

点数（医薬品）マスタの 

一般名処方加算区分により判定 

一般名処方マスタの「加算１」または「加

算１．２」と「診療報酬において加算等の

算定対象となる後発医薬品」を考慮して

設定 

一般名処方マスタの「加算１」または「加

算１．２」について設定（公表された医薬

品マスター） 

 

■診療行為入力画面での医薬品先頭表示について 

令和８年４月診療分以降は、医薬品の属性情報（先頭の【 】）の内容が変更されます

一般名処方加算の算定に関係する文字が医薬品の先頭に表示されます 

※医療機関様の設定値により先頭表示が異なります 

 

 ＜令和８年４月診療分から＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【般１】または【１】：一般名処方マスタに「加算１」と示された医薬品 

【般２】または【２】：一般名処方マスタに「加算１．２」と示された医薬品 

 

＜令和８年３月診療分まで＞ 
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点数マスタの検索結果の画面も同様に先頭表示が変更されます 

＜令和８年４月診療分以降＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和８年３月診療分まで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意  

一般名処方加算等の見直しに伴い、３月までは一般名記載されていた医薬品が 

４月から銘柄名となることがありますのでご注意ください 

 

 

 

＜参考サイト＞  

厚生労働省  処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_260401.html 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_260401.html

